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（
質
問
の 

一
八
） 

答

弁

第

一

八

号 

    

衆
議
院
議
員
柄
澤
登
志
子
君
提
出
石
炭
手
当
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
甲
第
七
九
号 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
五
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



三 

配
炭
公
団
の
貯
炭
処
分
に
つ
い
て
は
、
数
量
確
認
と
併
行
し
処
分
を
急
い
で
お
り
、
進
駐
軍
、
国
鉄
等
政
府
機
関
の
所

要
数
量
を
差
引
い
た
残
量
中
煖
房
用
炭
と
し
て
使
用
可
能
の
石
炭
約
二
八
八
千
瓲
を
全
道
民
に
対
し
適
正
な
価
格
に
て
配

給
す
る
よ
う
目
下
北
海
道
庁
と
打
合
中
で
あ
り
、
近
く
実
施
に
移
さ
れ
る
見
込
で
あ
る
。
右
の
外
、
官
庁
用
と
し
て
石
炭

手
当
支
給
の
際
、
代
金
を
各
官
公
衞
長
よ
り
支
拂
わ
し
め
る
條
件
の
下
に
配
炭
公
団
解
散
ま
で
に
引
渡
約
束
済
の
も
の
九 

一 

国
が
保
証
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
は
、
財
政
法
第
十
五
條
第
一
項
の
規
定
が
あ
る
た
め
、
現
状
で
は
不
可
能
で
あ
る
。 

二 

政
府
職
員
に
対
す
る
石
炭
手
当
は
、
一
部
公
共
団
体
補
助
職
員
に
対
す
る
石
炭
手
当
の
財
源
の
関
係
か
ら
支
給
が
遅
れ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
補
助
職
員
に
対
す
る
分
は
、
近
く
補
正
予
算
に
計
上
し
て
国
会
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
り
、
同

時
に
政
府
職
員
に
対
し
て
も
支
給
の
措
置
を
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

な
お
、
政
府
と
し
て
は
す
で
に
、
応
急
対
策
と
し
て
、
共
済
組
合
等
を
通
じ
希
望
者
に
対
し
石
炭
購
入
資
金
の
貸
付
を

行
つ
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
柄
澤
登
志
子
君
提
出
石
炭
手
当
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

四 

万
ト
ン
あ
り
、
煖
房
適
格
炭
は
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
実
情
で
あ
る
。 

な
お
、
自
然
発
火
の
惧
あ
る
石
炭
に
つ
い
て
は
、
現
地
限
り
で
緊
急
処
分
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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